
年
金

税

少
子
化
す
る
社
会
の

老
後
を
支
え
る

国
民
年
金

か
つ
て
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
時

代
に
は
、
年
間
に
２
７
０
万
人
も

子
ど
も
が
生
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、

昨
年
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
数
は
、

１
１
５
万
６
千
人
（
厚
生
労
働
省

発
表
）
で
、
前
の
年
よ
り
１
万
５

千
人
も
減
り
、
少
子
化
が
一
段
と

進
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
急
激
な
少

子
化
の
進
行
は
、
将
来
の
経
済
社

会
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

か
ら
、
厚
生
労
働
省
も
「
少
子
化

対
策
プ
ラ
ス
ワ
ン
」
を
策
定
す
る

な
ど
、
政
府
を
あ
げ
て
の
少
子
化

対
策
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
平
均
寿
命
は
、

女
性
が
８５
・
２
歳
、
男
性
が
７８
・

３
歳
と
な
り
、
特
に
６５
歳
時
点
で

の
平
均
余
命
に
お
い
て
は
、
女
性

が
２２
・
６
歳
、
男
性
が
１７
・
９
歳

と
、
５
年
前
に
比
べ
て
も
そ
れ
ぞ

れ
１
・
０
歳
、
０
・
８
歳
伸
び
て

い
て
、
数
字
の
上
で
も
長
寿
が
裏

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

長
寿
で
あ
る
こ
と
は
、
と
て
も

喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

こ
れ
か
ら
の
少
子
化
の
時
代
を
迎

え
る
た
め
に
は
、
長
い
老
後
の
生

活
保
障
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る

か
が
、
と
て
も
重
要
と
な
り
、
今

ま
で
の
よ
う
に
自
分
の
子
ど
も
に

頼
る
だ
け
で
は
、
も
う
万
全
と
言

え
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
貯
蓄
を
行
う
こ
と
も
大

切
な
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
先
の

経
済
状
況
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、

そ
し
て
、
自
分
が
何
歳
ま
で
生
き

て
、
そ
の
た
め
に
は
ど
の
く
ら
い

の
備
え
が
必
要
な
の
か
な
ど
は
、

誰
に
も
分
か
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、

貯
蓄
に
頼
る
と
い
う
の
も
、
十
分

と
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
の
少
子
化

の
時
代
に
お
い
て
は
、
社
会
全
体

で
老
後
を
支
え
る
仕
組
み
で
あ
り
、

物
価
ス
ラ
イ
ド
に
よ
り
受
け
取
る

年
金
の
実
質
価
値
が
変
わ
ら
な
い

う
え
に
、
一
生
涯
、
年
金
支
給
を

保
障
す
る
国
民
年
金
な
ど
の
公
的

年
金
の
果
た
す
役
割
が
、
ま
す
ま

す
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

少
子
化
の
時
代
に
も
安
心
で
き

る
老
後
が
迎
え
ら
れ
る
、
そ
の
日

の
た
め
に
も
、
若
い
こ
ろ
か
ら
国

民
年
金
の
保
険
料
を
忘
れ
ず
に
納

め
て
い
く
こ
と
が
、
と
て
も
大
切

な
の
で
す
。

年
末
調
整
は

重
要
な
手
続
で
す

年
末
調
整
と
は
？

年
末
調
整
と
は
、
そ
の
年
最
後

の
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
が
支
払
わ
れ

る
と
き
に
、
そ
れ
ま
で
に
給
与
な

ど
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税

の
合
計
額
と
、
そ
の
年
中
の
給
与

の
支
給
総
額
に
つ
い
て
納
付
す
べ

き
税
額
（
年
税
額
）
と
を
比
較
し

て
過
不
足
額
の
精
算
を
行
う
こ
と

を
い
い
ま
す
。

こ
の
年
末
調
整
は
、
勤
務
先
で

給
与
所
得
者
ご
と
に
行
わ
れ
ま
す
。

給
与
所
得
以
外
に
他
に
所
得
の
な

い
大
部
分
の
給
与
所
得
者
に
と
っ

て
確
定
申
告
に
代
わ
る
役
目
を
果

た
す
重
要
な
手
続
で
す
。

年
末
調
整
の
対
象
と
な
る
方

年
末
調
整
は
、
原
則
と
し
て
勤

務
先
に
「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控

除
等
申
告
書
」
を
提
出
し
て
い
る

方
で
主
に
次
に
該
当
す
る
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

�
１
年
を
通
じ
て
勤
務
し
て
い

る
方

�
年
の
中
途
で
就
職
し
、
年
末

ま
で
勤
務
し
て
い
る
方

�
年
の
中
途
で
死
亡
に
よ
り
退

職
し
た
方

年
末
調
整
の
対
象
と
な
ら
な
い
方

年
末
調
整
は
、
主
に
次
に
該
当

す
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
方
は
、
自
分
で
確
定

申
告
を
し
て
税
額
を
精
算
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

�
本
年
中
の
主
た
る
給
与
の
収

入
金
額
が
２
�
０
０
０
万
円

を
超
え
る
方

�
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受

け
て
い
る
方
で
、
他
の
勤
務

先
に
「
給
与
所
得
者
の
扶
養

控
除
等
申
告
書
」
を
提
出
し

て
い
る
方

�
年
末
調
整
を
行
う
と
き
ま
で

に
「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控

除
等
申
告
書
」
を
提
出
し
て

い
な
い
方

年
末
調
整
に
必
要
な
も
の

年
末
調
整
で
各
種
の
控
除
額
の

精
算
を
行
う
に
は
、
次
の
各
種
申

告
書
等
を
勤
務
先
に
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

�
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等

申
告
書

こ
の
申
告
書
は
、
扶
養
親
族

な
ど
が
い
な
い
場
合
に
も
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
給
与
所
得
者
の
配
偶
者
特
別

控
除
申
告
書

こ
の
申
告
書
は
、
本
人
が
生

計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
一

定
の
所
得
金
額
以
下
の
配
偶

者
に
限
り
ま
す
。）
を
有
す
る

場
合
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除

申
告
書

こ
の
申
告
書
は
、
国
民
健
康

保
険
や
国
民
年
金
の
保
険
料

な
ど
の
社
会
保
険
料
、
小
規

模
企
業
共
済
等
掛
金
、
生
命

保
険
料
、
損
害
保
険
料
を
本

人
が
支
払
っ
た
場
合
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

�
給
与
所
得
者
の
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
申
告
書

こ
の
申
告
書
は
、
税
務
署
長

が
発
行
し
た
「
年
末
調
整
の

た
め
の
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
証
明
書
」
等
を
添
付
し

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
税
務
課
町
民
税
係

�
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５
�
４
１
１
０

松
山
税
務
署

�
９
４
１
�
９
１
２
１
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